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平
成
23
年
12
月
定
例
会
は
、
12
月
7
日
か
ら
14
日
ま

で
の
８
日
間
開
催
さ
れ
、
議
案
７
件
、
請
願
２
件
、
意

見
書
２
件
、
発
議
１
件
、
動
議
１
件
、
そ
の
他
２
件
が

提
出
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
、
採
択
、
承
認
、
決
定
さ
れ
た
。（
山
田
議
員
は
欠
席
）

　

一
般
質
問
は
、
12
月
７
日
に
４
人
の
議
員
が
行
っ
た
。

　

審
議
内
容

　

発 
議
（
1
件
）

１
、
山
田
壽
一
議
員
に
対
す

る
辞
職
勧
告
決
議

　

山
田
壽
一
議
員
宅
の
�0
数

年
間
に
わ
た
る
町
水
道
の
不

正
取
水
（
盗
水
）
事
件
は
、

き
わ
め
て
許
し
が
た
い
こ

と
。
町
議
会
議
員
と
し
て
あ

る
ま
じ
き
行
為
で
あ
る
と
し

て
、
議
員
辞
職
勧
告
を
決
議

し
ま
し
た
。

賛
成
10
人
全
員

動 

議
（
1
件
）

２
、
山
田
壽
一
議
員
宅
等
の

不
正
取
水
に
対
し
、
刑
事

告
発
・
損
害
賠
償
な
ど
毅

然
と
し
た
対
応
を
町
長
に

求
め
る
意
見
書
を
採
択
。

賛
成
８
人
（
藤
堂
一
、西
澤
、建
部
、

木
村
、宮
嵜
、河
上
、丸
山
光
、西
川
）

反
対
２
人
（
金
澤
、
丸
山
恵
）

議 

案
（
7
件
）

１
、
特
別
非
常
勤
職
の
報
酬

や
費
用
弁
償
条
例
の
一
部

改
正

　

体
育
指
導
員
の
呼
称
を
ス

ポ
ー
ツ
推
進
委
員
に
改
め
ま

し
た
。

賛
成
10
人
全
員

２
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害

補
償
条
例
の
一
部
改
正

　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
法

律
改
正
で
、「
項
」
が
ず
れ

た
こ
と
に
伴
う
改
正
。

賛
成
10
人
全
員

３
、
一
般
会
計
補
正
予
算

　

７
８
９
万
円
の
追
加
。

　

歳
入
で
は
、
国
・
県
の
支

出
金
２
、
１
７
９
万
円
の

増
、
基
金
取
崩
し
を
止
め
て

２
、
２
５
０
万
円
の
減
、
土

地
売
払
い
収
入
７
１
８
万
円

の
増
、
借
金
７
５
０
万
円
の

増
な
ど
。

　

歳
出
で
は
、
保
健
衛
生
費

４
１
１
万
円
の
増
、
社
会
福

祉
費
３
８
４
万
円
の
増
、
児

童
福
祉
費
３
２
９
万
円
の
増

な
ど
。

賛
成
10
人
全
員

４
、
国
保
会
計
補
正
予
算

　

５
３
３
万
円
の
追
加
。

賛
成
10
人
全
員

５
、
後
期
高
齢
者
医
療
会
計

補
正
予
算

　

17
万
円
の
追
加
。

賛
成
９
人
（
藤
堂
一
、
西
澤
、
建

部
、
木
村
、
宮
嵜
、
河
上
、
丸
山
光
、

西
川
、
丸
山
恵
）

反
対
１
人
（
金
澤
）

６
、
下
水
道
会
計
補
正
予
算

　

２
７
８
万
円
の
減
額
。

賛
成
10
人
全
員

７
、
水
道
会
計
補
正
予
算

　

９
４
５
万
円
の
減
額

賛
成
10
人
全
員

請 
願
（
�
件
）

１
、
保
育
所
運
営
費
国
庫
負

担
金
を
廃
止
し
な
い
こ
と

を
求
め
る
請
願
。

賛
成
10
人
全
員

２
、
米
軍
関
係
者
に
よ
る
事

故
・
事
件
に
お
け
る
第
一

次
裁
判
権
放
棄
の「
密
約
」

の
破
棄
と
「
日
米
地
位
協

定
」
の
見
直
し
を
日
本
政

府
に
求
め
る
請
願
。

賛
成
10
人
全
員

意
見
書
（
�
件
）

１
、
保
育
所
運
営
費
国
庫
負

担
金
を
廃
止
し
な
い
こ
と

を
求
め
る
意
見
書
。

賛
成
10
人
全
員

２
、
米
軍
関
係
者
に
よ
る
事

故
・
事
件
に
お
け
る
第
一

次
裁
判
権
放
棄
の「
密
約
」

の
破
棄
と
「
日
米
地
位
協

定
」
の
見
直
し
を
日
本
政

府
に
求
め
る
意
見
書
。

賛
成
10
人
全
員

そ
の
他
（
�
件
）

１
、
山
田
壽
一
議
員
の
辞
職

願
を
承
認

賛
成
10
人
全
員

２
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
お

よ
び
調
査

異
議
な
し

　

平
成
23
年
第
四
回
臨

時
議
会
は
、
11
月
29
日

開
催
さ
れ
、
議
案
１
件
、

請
願
１
件
、
意
見
書
１

件
が
提
出
さ
れ
、
審
査

の
結
果
、
す
べ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
、
採
択

さ
れ
た
。

　

議 

案
（
1
件
）

１
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
改
正

　

職
員
の
給
与
を
０
・
��
％

削
減

賛
成
11
人
全
員

　

請 

願
（
1
件
）

１
、
免
税
軽
油
制
度
の
継
続

を
求
め
る
請
願
。

賛
成
11
人
全
員

　

意
見
書
（
1
件
）

１
、
免
税
軽
油
制
度
の
継
続

を
求
め
る
意
見
書
。

賛
成
11
人
全
員

　

第
４
回
（
11
月
）

臨
時
議
会

11
月
臨
時
議
会
・
12
月
議
会
の
決
議
、
意
見
書
は
次
の
通
り
で
す
。

ＪＡ東びわこ農協からの同主旨の
請願が採択されたことによるもの

免税軽油制度の継続を
求める意見書（要約）

　これまで農家の経営に寄与して
きた免税軽油制度が、地方税法の
改正によって、平成２４年３月末
で廃止される。
道路を走行しない機械燃料の軽油
は、申請すれば軽油引取税（１リッ
トルあたり３２円１０銭）を免税
が認められてきた。
　免税軽油制度がなくなれば、い
までさえ困難な農業経営への負担
増は避けられず、軽油を大量に使
う畜産農家や野菜、園芸をはじめ
農業経営への影響は深刻です。
　制度の継続は、地域農業の振興
や食糧自給率を向上させるとい
う観点からみても有効な制度であ
り、その継続が強く望まれている。
　よって、地方自治法第９９条の
規定により意見書を提出する。

記
１ 免税軽油の制度を継続するこ

と。

福祉・保育労組からの同主旨の請
願が採択されたことによるもの

保育所運営費国庫負担金を
廃止しないことを求める意見書

（要約）

　すべての子どもたちの発達権を
保障するために、国・自治体が保
育・子育てに責任を持つことがま
すます重要になっている。
　保育所運営費は、保育所最低基
準を維持するために国が支出する
義務的経費の国庫負担金である
が、保育所運営費国庫負担金を廃
止して全額地方負担として地方の
増収分を充てる案が浮上してい
る。
　国においては、全国どこの自治
体においても保育所最低基準を満
たした保育の実施ができ、すべて
の子どもたちの発達権が保障され
るよう、以下の事項について強く
要望する。

記
１　保育所運営費国庫負担金を廃

止せず、国の責任で必要充分な
財源を確保すること。

滋賀県平和委員会からの同主旨請願
が採択されたことによるもの

米軍関係者による事故・事件
における第一次裁判権放棄の

「密約」の破棄と
「日米地位協定」の見直しを
日本政府に求める意見書（要約）

　米軍関係者による事故・事件にお
ける第一次裁判権放棄の「密約」は、
治外法権として、日本国民の人権を
著しく蹂躙しています。
　これは、「日米地位協定」によっ
て１年に６週間、米軍基地となる饗
庭野演習場を抱える滋賀県でも切実
な課題です。我が甲良町においても、
等しく人権を尊重するまちづくりを
すすめるうえでも解決しなければな
らない重要な課題だと考えます。
　よって、下記の事項が速やかに措
置されるよう強く要請します。

記
１　米軍関係者による事故・事件に

おける第一次裁判権放棄の「密約」
を破棄し、日本の司法で裁くこと。

２　「日米地位協定」の見直しをお
こなうこと。

山田壽一甲良町議会議員に対する議員辞職勧告決議

　山田壽一議員には、かねてより町水道の不正取水（盗水）の疑惑につ
いて町民からの投書があり、うわさが流布していた。
　１１月１４日以降の町水道課の調査、とりわけ、１２月８日の調査に
おいて、盗水用のバイパス管の布設が発覚し、盗水の事実が明らかになっ
たところである。
　山田壽一議員は、「父親がやったことで、私は知らなかった」とか「７、
８年前にわかり、怒って撤去した」などと、つじつまの合わない「うそ」
で言い逃れをしているが、１１月１４日の調査では、量水器手前の止水
栓を閉めても町の水道が出ていた。それも、３０分ほど経ったころに何
者（山田壽一議員等不審な行動）かによって、バイパス管のバルブが閉
められたから水が止まったとのこと。
　それ以降、１１月２８日の再調査時には、一部の掘削の形跡（舗装が
新しい）があり、水道は止水栓を閉めた直後に水が止まったとのこと。
また、水道の使用料が半月も経たないのに、通常の５倍になったという。
　このことから、山田壽一議員（宅）は、盗水に関わっており、盗水を
管理していたことは明白である。
　町の財産を食い物にする窃盗行為を３０年間におよび平然と行って来
たことは、きわめて許しがたいことである。まして、公僕の町議会議員
としてあるまじき行為である。
　よって、山田壽一議員は、今すぐ甲良町議会議員を辞職することを勧
告する。
　以上、決議する。

　　平成２３年１２月１４日
甲　良　町　議　会

盗水等の刑事告発を求める意見書（要約）

　町の財産を食い物にする窃盗行為を
３０年間におよび平然と行って来たこと
は、きわめて許しがたいことである。ま
して、公僕の町議会議員としてあるまじ
き行為である。
　さらに、山田壽一議員宅以外でも不正
取水の疑惑が議会で明らかになってお
り、町水道水の不正取水という犯罪行為
に対し、あいまいな態度をとるならば、
税と負担の公平確保の上で、また、公正
な町政運営をすすめるうえでも重大な障
害となることは明らかである。
　よって、以下の事項を毅然として措置
されるよう強く要請する。

記
１　山田壽一議員に対し、窃盗罪・器物

損壊罪の刑事告発、不正取水による甲
良町の損害金請求をおこなうこと。

２　その他、疑惑が指摘されている件で
は法と条例に基づき厳正に調査し、不
正取水が明らかになった場合、毅然と
対応すること。

甲良町長　　北川豊昭様あて

12
月
議
会

　

審
議
内
容
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西川誠一議員
　
　

独
居
老
人
宅
の
緊
急
通

報
シ
ス
テ
ム
の
設
置
数
お
よ

び
、
利
用
回
数
は
。

　
　

保
健
福
祉
課
長

　

10
月
末
現
在
で
�1
台
設

置
。
緊
急
通
報
１
件
、
相
談

通
報
１
件
、
誤
報
４
件
、
安

否
確
認
��
件
。
緊
急
通
報
時

に
は
協
力
員
が
出
動
す
る
。

　
　

現
在
の
装
置
は
屋
内
用

で
不
便
で
あ
る
。
制
限
付
き

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
採
用
し

て
は
ど
う
か
。
社
協
等
で
の

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
外
出
支
援

事
業
・
医
療
機
関
へ
送
迎
等

の
依
頼
な
ど
幅
広
い
利
用
価

値
が
考
え
ら
れ
る
。
他
県
で

は
国
よ
り
交
付
金
を
受
け
て

実
施
し
て
い
る
が
。

　
　

保
健
福
祉
課
長

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
便
利

だ
が
利
用
回
数
・
費
用
面
を

考
え
る
と
導
入
に
は
厳
し

い
。
国
・
県
へ
の
要
望
も
近

隣
の
状
況
を
見
な
が
ら
検
討

し
て
い
く
。

　
　

各
集
落
に
グ

ラ
ン
ド
等
の
資
産

が
あ
る
が
町
保
有

資
産
か
、
税
金
は

ど
う
な
の
か
。

　
　

税
務
課
長

　

課
税
は
し
て
い

な
い
。

　
　

産
業
課
長

　

各
字
の
グ
ラ
ン

ド
は
町
名
義
に

な
っ
て
い
る
が
、

資
産
と
し
て
は
字
の
も
の
と

の
認
識
。
各
集
落
と
行
政
と

で
取
り
交
わ
し
て
い
て
字
管

理
と
い
う
こ
と
。

　
　

構
築
物
の
営
繕
に
つ
い

て
、
台
風
被
害
や
陳
腐
化
し

破
損
し
て
修
理
費
が
嵩
む
物

件
は
、
町
で
検
討
し
て
欲
し

い
が
。

　
　

産
業
課
長

　

公
的
機
関
が
整
備
さ
れ
た

も
の
、
字
の
中
に
施
設
を

造
っ
て
維
持
管
理
し
て
い
る

も
の
等
色
々
な
ケ
ー
ス
が
あ

る
。
関
係
課
と
協
議
し
な
が

ら
調
査
を
す
る
。
又
、
各
集

落
と
協
議
し
整
備
の
骨
子

案
を
定
め
た
い
と
考
え
て
い

る
。

緊
急
通
報
に

　
　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
検
討
を

町保有資産の営繕は

人
口
減
少
を
問
う

　
　

住
民
台
帳
で
は
11
月

１
日
現
在
で
７
、８
０
２

人
で
す
が
新
総
合
計
画
で

は
平
成
27
年
の
目
標
値
が

７
、８
０
０
人
と
な
っ
て
お

り
、
平
成
23
年
で
突
破
し
て

い
る
。
行
政
は
新
し
い
事
を

検
討
し
て
い
る
の
か
。

　
　

企
画
監
理
課
長

　

特
に
重
点
改
善
施
策
と
し

て
、
公
共
交
通
の
利
便
性
・

雇
用
対
策
の
充
実
・
青
少
年

の
健
全
育
成
等
が
挙
げ
ら
れ

る
。
具
体
的
に
は
子
ど
も
を

育
て
や
す
い
保
育
や
教
育
環

境
の
整
備
、
女
性
が
産
み
育

て
な
が
ら
働
き
続
け
ら
れ
る

環
境
づ
く
り
を
主
要
課
題
と

し
た
い
。

　
　

古
河
Ａ
Ｓ
社
と
の
進
行

状
況
は

　
　

町
長

　

第
二
種
農
地
を
農
転
す
る

手
続
中
で
あ
る
。
面
積
��

反
の
地
権
者
の
方
と
も
合
意

を
得
た
。
用
地
の
許
可
が
出

次
第
の
造
成
と
な
る
。
雇
用

問
題
と
し
て
は
最
終
的
に
は

１
、０
０
０
人
余
り
と
聞
い

て
い
る
。

せ
せ
ら
ぎ
の
里
こ
う
ら
の
運
営
は

　
　

採
算
性
、
問
題
点
、
改

善
点
は
ど
う
か
。

　
　

準
備
室
長

　

現
在
の
経
営
状
態
は
売
上

の
1�
％
の
手
数
料
収
入
で
人

件
費
（
販
売
員
５
人
）
と
光

熱
水
費
は
賄
え
て
い
る
。　

　

課
題
と
し
て
は
公
設
民
営

な
の
で
責
任
者
（
駅
長
）
の

選
定
が
一
番
重
要
事
項
と
考

え
て
い
る
。

　
　

単
価
と
品
質
に
つ
い
て

改
善
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
　

準
備
室
長

　

直
売
所
会
員
数
は
町
内

９
１
名
、
町
外
1�
名
の
計

１
０
６
名
。
品
質
に
つ
い
て

は
役
員
の
中
で
も
危
惧
を
感

じ
て
い
る
。
出
荷
の
規
格
統

一
と
か
賞
味
期
限
に
つ
い
て

部
会
単
位
、
役
員
会
等
で
改

善
を
考
え
て
い
る
。

防
災
計
画
は

　
　

原
発
問
題
で
県
と
の
協

議
等
の
報
告
を
聞
き
た
い
。

　
　

総
務
課
長

　

防
災
計
画
見
直
し
検
討
委

員
会
、
防
災
連
絡
調
整
会
議

に
出
席
し
て
い
る
。

　

甲
良
町
と
し
て
は
Ｐ
Ｐ
Ａ

の
範
囲
（
約
�0
㎞
）、
プ
ル
ー

ム
と
い
う
放
射
性
物
質
を
含

ん
だ
気
体
、
粒
子
状
の
物
質

を
含
ん
だ
空
気
が
飛
び
交

う
。
通
過
時
の
被
曝
を
避
け

る
防
護
措
置
を
実
施
す
る
地

域
に
入
る
と
思
う
。
放
射
線

測
定
器
具
は
サ
ー
ベ
イ
メ
ー

タ
ー
を
購
入
予
定
。
節
電
対

策
は
各
集
落
へ
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
配
布
と
今
後
は
広
報
で
掲

載
し
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
。
緊
急

時
は
防
災
無
線
を
通
じ
て
知

ら
せ
る
。

西澤伸明議員

　
　

平
成
14
年
９
月
、
当
時

山
本
町
長
が
損
害
請
求
や
刑

事
告
発
な
ど
毅
然
と
し
た
対

応
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
30

人
が
お
こ
な
っ
た
監
査
請
求

書
の
中
に
、「
か
な
り
以
前

よ
り
、
有
収
率
が
極
端
に
低

い
こ
と
か
ら
『
盗
水
』
の
疑

い
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
ま
ま
厳
正
な
措
置
が
講
じ

「
盗
水
」
に
対
し
、
刑
事
罰
な
ど
厳
正
に
対
応
し
な
け
れ
ば

　
　

公
正
な
負
担
秩
序
が
く
ず
れ
る
危
険

ら
れ
な
け
れ
ば
、
公
平
・
公

正
な
納
税
・
負
担
秩
序
の
崩

壊
は
救
い
よ
う
が
な
く
、
絶

望
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」

な
ど
の
一
文
が
あ
っ
た
。
こ

こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
町
当

局
の
軟
弱
な
姿
勢
が
改
め
て

問
わ
れ
る
事
態
だ
。　

　

過
去
10
年
間
の
不
正
取
水

（
未
遂
も
含
め
）
の
発
見
・

行
政
指
導
事
例
の
件
数
と
そ

れ
ぞ
れ
の
状
況
の
報
告
を
。

　
　

水
道
課
長

　

過
去
10
年
間
、
不
正
取
水

５
件
。
そ
の
内
の
３
件
は
行

政
指
導
、
１
件
は
不
正
取
水

の
根
拠
不
明
、
１
件
は
不
正

取
水
の
事
実
が
確
認
で
き
、

誓
約
書
と
過
料
を
徴
収
し

た
。

　
　

そ
の
内
１
件
は
現
在
の

議
員
が
議
員
で
な
か
っ
た
と

き
の
事
例
が
あ
っ
た
と
聞
い

て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
未

遂
状
況
で
あ
っ
た
の
か
。

　
　

水
道
課
長

　

平
成
1�
年
、
下
水
道
の
敷

設
工
事
の
際
、
バ
ル
ブ
を
閉

め
た
が
、
Ｍ
議
員
の
水
道
管

か
ら
水
が
出
る
こ
と
が
判
明

し
た
。

【「
Ｍ
議
員
」
と
は
、
後
の
会

議
で
、
宮
嵜
議
員
と
丸
山
光

雄
議
員
で
は
な
い
こ
と
が
判

明
】

　
　

議
員
に
対
す
る
調
査
同

意
書
提
出
後
の
実
施
状
況

は
。

　
　

水
道
課
長

　

11
月
1�
日
、
山
田
議
員

宅
の
調
査
に
お
い
て
、
止

水
栓
を
と
め
、
パ
イ
ロ
ッ
ト

メ
ー
タ
ー
が
回
っ
て
い
な
い

の
に
、
蛇
口
か
ら
水
が
出
て

き
た
。
そ
の
水
の
残
留
塩
素

を
２
回
は
か
り
２
回
と
も
塩

素
の
反
応
あ
り
。
上
水
道
水

で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
そ

の
水
は
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
い

が
、
�0
分
ほ
ど
し
て
止
ま
っ

た
。

（
家
族
の
誰
か
が
バ
ル
ブ
を

止
め
た
形
跡
が
あ
る
）

　

11
月
�8
日
、
再
度
訪
問
。

メ
ー
タ
ー
の
止
水
栓
を
止
め

る
と
水
は
出
な
か
っ
た
。
前

期
の
検
針
時
よ
り
使
用
水
量

が
通
常
よ
り
３
倍
ほ
ど
多

か
っ
た
。

（
そ
の
後
、
全
協
で
過
去
の

月
平
均
が
４
千
円
か
ら
６
千

円
だ
っ
た
も
の
が
５
倍
の

２
万
５
千
円
に
な
っ
た
こ
と

が
判
明
）

　
　

町
民
の
税
金
の
使
い
方

や
財
産
管
理
な
ど
を
監
視
す

る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
甲
良

町
の
上
水
道
を
不
正
な
手
口

で
使
い
、
料
金
を
免
れ
る
、

限
り
な
く
黒
に
近
い
疑
惑
を

持
た
れ
る
こ
と
自
体
、
議
員

の
身
分
と
両
立
し
な
い
。

　

同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
犯

罪
が
ま
か
り
と
お
る
土
壌
を

一
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

議
会
運
営
委
員
会
で
も
建

部
議
員
か
ら
要
請
が
あ
っ
た

通
り
、
バ
イ
パ
ス
の
設
置
の

確
認
、
刑
事
告
発
を
起
こ
す

義
務
が
当
局
に
は
課
せ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
官
製
談

合
の
告
発
と
並
ん
で
甲
良
町

が
不
正
は
許
さ
な
い
、
だ
れ

も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町

へ
進
ん
で
い
く
シ
グ
ナ
ル
と

も
な
る
も
の
だ
と
確
信
す

る
。
不
正
取
水
に
つ
い
て
の

町
長
の
見
解
を
求
め
る
。

　
　

町
長

　

私
は
、
11
月
�8
日
の
調
査

で
適
正
に
な
っ
て
い
た
と
の

報
告
を
受
け
た
。
山
田
議
員

自
身
も
、
再
調
査
を
受
け
て
、

現
況
を
確
認
し
何
か
あ
れ

ば
、
原
因
究
明
、
追
跡
調
査

を
し
っ
か
り
行
い
、
そ
の
手

段
を
講
じ
た
い
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

■
直
売
所
の
拡
大
が
過
大
計

画
と
な
ら
な
い
た
め
に
、

町
民
・
生
産
者
と
よ
く
相

談
し
、
生
産
力
、
経
営
の

方
針
、
赤
字
が
出
な
い
か

な
ど
、
十
分
検
討
し
た
上

で
の
着
工
と
す
べ
き
。

■
来
年
度
予
算
編
成
の
基
本

方
針
は
。

■
固
定
資
産
税
の
徴
収
間
違

い
は
、
全
額
返
還
し
て
こ

そ
真
の
謝
罪
と
な
る
の
で

は
。

■
人
口
減
少
傾
向
の
原
因
解

明
と
対
策
を
お
こ
な
う
た

め
、
統
一
し
て
町
民
の
知

恵
と
力
を
集
め
る
場
・
若

者
定
着
対
策
検
討
委
員
会

を
設
置
し
、
自
由
に
論
議

で
き
る
こ
と
が
必
要
。

■
一
般
会
計
か
ら
繰
り
出

し
、
こ
れ
以
上
国
保
税
を

上
げ
ず
に
軽
減
策
を
。

■
平
成
21
年
町
長
選
挙
の
山

﨑
義
勝
氏
の
収
支
報
告
書

提
出
に
つ
い
て

不正取水していたバイパス管（右側）
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地
域
間
の
垣
根

な
い
町
政
を

　
　

私
は
、
こ
の
機
会
に
、

甲
良
町
が
長
年
、
抱
え
て
き

た
懸
案
の
問
題
、
い
や
、
町

民
の
強
い
願
い
で
も
あ
る
同

和
問
題
解
決
の
た
め
、
行
政

は
何
を
な
す
べ
き
か
、
ほ
ん

の
基
本
を
、
ご
く
さ
わ
り
で

す
が
述
べ
ま
す
。

　

私
の
子
供
た
ち
の
年
代

は
、
も
は
や
、
同
和
地
区
と

か
、
一
般
地
区
と
か
の
区
別

を
し
な
い
考
え
方
が
ひ
ろ
が

り
、
そ
の
こ
と
を
特
別
な

問
題
と
す
る
こ
と
が
い
ら

な
い
人
間
関
係
・
社
会
の
中

で
、
自
由
に
生
活
し
て
い
ま

す
。
私
も
若
い
時
か
ら
東
京

で
働
き
、
世
帯
を
持
ち
、
そ

の
こ
と
に
、
こ
だ
わ
ら
な
い

生
き
方
を
し
て
き
た
つ
も
り

で
す
。
地
域
全
体
の
生
活
環

境
が
、
回
り
と
比
べ
て
、
お

く
れ
た
状
態
だ
っ
た
こ
と
は

事
実
で
す
。
し
か
し
、
か
と

い
っ
て
、
一
般
地
区
の
人
々

が
、
悪
い
の
だ
と
か
、
一
般

地
区
の
人
間
に
責
任
が
あ
る

の
だ
、
と
思
っ
た
こ
と
は
一

度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
部
落
問

題
を
勉
強
す
る
内
に
、
部
落

解
放
同
盟
の
理
論
の
内
、「
部

落
外
の
人
間
は
全
て
差
別
者

だ
」
と
い
う
考
え
方
が
彼
ら

の
運
動
の
基
本
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
部
落
解
放

同
盟
幹
部
の
数
々
の
利
権
あ

さ
り
を
見
る
に
つ
け
、
こ
ん

な
こ
と
を
し
て
い
て
は
、
信

頼
も
さ
れ
な
い
し
、
町
民
と

 

燃
え
る
ゴ
ミ
の
週
２
回
収
集
を

　

 

県
下
で
実
施
し
て
い
な
い
の
は
甲
良
町
だ
け
か

の
融
合
が
い
つ
に
な
っ
て
も

で
き
な
い
な
ぁ
～
、
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
し

て
や
、
甲
良
町
行
政
が
下
水

道
の
負
担
金
の
差
を
つ
く
る

こ
と
や
固
定
資
産
税
の
減
免

を
続
け
る
こ
と
な
ど
、
解
放

同
盟
の
言
い
な
り
で
、
主
体

性
を
持
た
な
い
こ
と
は
、
根

本
的
に
間
違
い
だ
と
思
う
。

　

私
た
ち
の
党
で
は
、
①
く

ら
し
応
援
、
福
祉
・
医
療
・

教
育
な
ど
の
充
実
を
す
す

め
、「
貧
困
と
格
差
の
拡
大
」

を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
。
社
会

的
弱
者
と
言
わ
れ
る
人
々

を
、
一
般
行
政
の
中
で
、
地

域
の
区
別
な
く
支
援
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
②
部
落
解

放
同
盟
の
横
暴
・
利
権
あ
さ

り
を
厳
し
く
、
し
り
ぞ
け
る

こ
と
、
③
特
別
施
策
を
早
期

に
終
了
す
る
こ
と
、
こ
の
３

点
を
、
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

北
川
町
政
に
あ
っ
て
は
、

同
対
事
業
を
進
め
る
根
拠
と

な
る
法
律
が
終
了
し
て
７
年

が
経
過
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
ま
た
特
別
な
地
域
に
特

別
な
優
遇
を
行
う
必
要
が
な

く
な
っ
て
い
る
今
、
同
和
行

政
で
生
じ
た
マ
イ
ナ
ス
の
面

を
改
善
さ
れ
る
よ
う
、
公
正

な
後
始
末
を
強
く
望
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
町
職
員
が
地
方
公

務
員
法
に
定
め
る
「
全
体
の

奉
仕
者
」
に
反
し
た
行
為
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
北
川
町

長
は
き
っ
ち
り
と
正
す
指
導

を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
町
政

全
般
に
対
す
る
町
民
の
信
頼

を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

だ
と
考
え
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
解
消

す
れ
ば
人
口
も
増
え
る
し
、

住
み
よ
い
甲
良
町
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　

燃
え
る
ゴ
ミ
の
年
間
通

し
て
、
週
２
回
実
施
で
き
な

い
原
因
は
何
な
の
か
。

　
　

住
民
課
長

　

リ
バ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
処

理
能
力
を
超
え
て
い
る
こ
と

や
字
の
体
制
が
と
と
の
わ
な

い
た
め
で
す
。

　
　

多
賀
町
も
豊
郷
町
も
愛

荘
町
も
す
で
に
年
間
、
週
２

回
の
回
収
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
滋
賀
県
内
で
週
２
回
を

や
っ
て
い
な
い
の
は
、
甲
良

町
だ
け
。
も
う
言
い
わ
け
は

通
用
し
な
い
と
思
う
が
。

　
　

住
民
課
長

　

今
の
と
こ
ろ
週
２
回
収
集

は
考
え
て
い
な
い
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

■
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
制

度
の
拡
充
を
求
め
、
受
付

期
間
の
改
善
や
「
知
ら
な

か
っ
た
」
町
民
に
対
す
る

救
済
策
な
ど
を
質
問
。

　
　

生
活
実
態
の
な
い
住
所

要
件
の
「
適
法
で
な
い
」
と

の
見
解
は
。

　
　

選
管
委
員
長

　

住
民
基
本
台
帳
に
氏
名
が

登
載
さ
れ
て
い
る
が
、
町
議

会
の
議
員
お
よ
び
町
の
選
挙

権
を
有
す
る
こ
と
は
法
に
触

れ
る
疑
い
を
持
つ
。

　

議
員
と
な
る
公
職
の
方

議
員
の

 

住
所
要
件
と
は

は
、
自
覚
と
責
任
を
持
っ
た

行
動
を
お
願
い
し
た
い
。

れ
て
い
た
と
あ
る
が
、
議
会

で
審
議
は
さ
れ
な
か
っ
た

か
。
一
部
議
員
が
勝
手
に
弁

護
士
に
依
頼
し
た
の
か
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

最
初
に
お
断
り
し
て
お
き

ま
す
。

　

私
は
、
議
会
事
務
局
長
と

し
て
、
各
議
員
の
中
立
の
立

場
で
あ
り
、根
拠
や
証
拠
（
会

議
録
等
）
に
基
づ
い
て
答
弁

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

２
月
の
臨
時
議
会
に
お
い

て
、
審
議
さ
れ
、
弁
護
士
費

用
は
金
澤
議
員
、
山
田
議
員
、

濱
野
元
議
員
が
質
問
さ
れ
て

い
て
、
行
政
も
答
弁
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
議
会
で

審
議
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
な
い
。

　

弁
護
士
に
委
任
の
件
は
、

４
月
の
第
２
回
臨
時
議
会

で
、
手
続
を
一
切
玉
木
弁
護

士
に
委
任
す
る
と
い
う
議
会

で
の
議
決
済
み
。
水
面
下
で

一
部
議
員
が
勝
手
に
依
頼
し

た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
　

町
長
は
私
情
に
流
さ
れ

ず
、
公
平
な
判
断
で
行
政
運

営
を
す
べ
き
で
あ
る
と
書
か

れ
て
い
る
が
、
公
平
な
行
政

運
営
を
し
て
い
な
い
の
か
。

　
　

町
長

　

私
は
、
議
員
は
す
べ
て
同

じ
、
公
平
・
公
立
で
対
等

な
立
場
で
話
を
し
て
い
る
。

偏
っ
た
偏
見
も
何
も
な
い
。

■
藤
堂
与
三
郎
議
長
の
欄

　
　

偽
証
の
告
発
状
が
返
還

さ
れ
、
こ
の
事
実
を
議
会
に

報
告
す
る
義
務
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
隠
し
て
い
た

と
あ
る
が
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

確
か
に
、
告
発
状
の
表
紙

の
み
返
還
さ
れ
た
。

　

証
拠
書
類
の
ど
こ
が
偽
証

に
当
た
る
か
を
ぬ
き
だ
し
て

再
提
出
し
た
。
返
還
さ
れ
た

こ
と
を
議
会
に
報
告
す
る
義

務
は
な
い
。

　
　

濱
野
元
議
員
が
議
員
資

格
審
査
で
兼
業
禁
止
に
問
わ

れ
、
多
数
派
工
作
で
あ
る
意

味
強
行
に
議
決
し
、
証
拠
提

出
の
機
会
も
与
え
ず
と
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
か
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

こ
れ
は
地
方
自
治
法
に
基

づ
い
て
兼
業
禁
止
に
問
わ
れ

た
結
果
処
分
が
下
さ
れ
、
き

ち
ん
と
処
理
さ
れ
て
い
る
。

強
行
で
は
な
い
。

　

証
拠
提
出
の
機
会
も
与
え

ず
に
と
あ
る
が
、
議
員
資
格

審
査
特
別
委
員
会
で
判
断
さ

れ
、
証
拠
提
出
の
機
会
も
与

え
ら
れ
て
い
る
。

■
建
部
孝
夫
議
員
の
欄

　
　
「
議
員
申
し
合
わ
せ
事

項
」
は
確
認
し
て
い
た
か
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

申
し
合
わ
せ
事
項
で
は
な

い
。
濱
野
元
議
員
の
思
い
で
、

「
ベ
テ
ラ
ン
議
員
は
議
長
、

１
年
生
議
員
は
副
議
長
を
」

と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
。

■
木
村
修
議
員
の
欄

　
　

木
村
議
員
が
百
条
委
員

会
に
、
村
田
局
長
を
呼
ん
で

発
言
さ
せ
た
こ
と
は
あ
る
の

か
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

木
村
議
員
が
呼
び
出
し
た

こ
と
は
な
い
。
村
田
局
長
の

証
人
は
第
５
回
の
百
条
委
員

会
で
決
ま
っ
た
こ
と
。
も
ち

ろ
ん
、
村
田
局
長
に
対
し
て

の
質
問
も
、
記
録
を
見
る
限

り
一
つ
も
な
い
。

　
　

木
村
議
員
が
村
田
局
長

を
辞
め
さ
す
決
議
案
を
用
意

し
て
い
た
事
実
は
あ
る
か
。

ま
た
、
丸
山
恵
二
議
員
に
詰

め
寄
っ
た
こ
と
が
あ
る
の

か
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

木
村
議
員
が
用
意
し
て
い

た
と
い
う
事
実
は
な
い
。

　

第
６
回
百
条
委
員
会
で
西

澤
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

　

そ
の
日
は
丸
山
恵
二
議
員

は
、
欠
席
し
て
い
た
の
で
詰

め
寄
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。

■
藤
堂
一
彦
議
員
の
欄

　
　

広
報
委
員
研
修
・
他
の

研
修
を
す
っ
ぽ
か
し
た
と
あ

る
が
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

藤
堂
議
員
か
ら
事
前
に
欠

席
届
に
診
断
書
が
添
付
さ
れ

て
、
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で

す
っ
ぽ
か
し
で
は
な
い
。

■
そ
の
他

　
　

官
製
談
合
の
告
発
状
が

提
出
さ
れ
て
１
年
が
経
つ
が

何
も
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

官
製
談
合
の
告
発
状
は
、

今
年
の
３
月
17
日
に
提
出
。

偽
証
等
の
再
提
出
が
今
年
の

７
月
５
日
。
捜
査
は
着
々
と

進
ん
で
い
る
。

　
　

官
製
談
合
問
題
を
つ
く

り
上
げ
、
素
人
ば
か
り
が
裁

判
も
ど
き
の
百
条
委
員
会
を

開
い
た
と
あ
る
が
。

　
　

議
会
事
務
局
長

　

百
条
委
員
会
は
３
月
議
会

に
お
い
て
全
員
賛
成
に
よ

り
、
設
置
さ
れ
た
。

　

村
田
局
長
は
文
献
、
書
籍

を
調
べ
、
関
係
機
関
に
問
い

合
わ
せ
を
し
て
、
ル
ー
ル
と

関
係
法
令
に
基
づ
い
て
開
催

し
て
き
た
。

　

村
田
局
長
が
亡
く
な
っ
て

か
ら
友
人
や
親
戚
関
係
の
人

が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
か

れ
て
非
常
に
残
念
で
あ
り
、

本
当
に
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

村
田
局
長
も
私
も
法
律
に

基
づ
い
て
厳
粛
に
や
っ
て
き

た
。

こ
の
答
弁
の
詳
細
な
記
録
は

議
会
事
務
局
に
あ
り
ま
す
。

希
望
者
は
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

【
そ
の
他
の
質
問
事
項
】

■
水
道
有
収
率
と
盗
水
問
題

に
つ
い
て

十
一
月
十
三
日
（
甲
良

町
議
会
議
員　

金
澤

博
、
西
川
誠
一
、
山
田

壽
一
、
有
志
一
同
）
発

行
の
議
員
だ
よ
り
か
ら

↓

■
全
体
か
ら

　
　

こ
の
チ
ラ
シ
に
は
、
町

議
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
さ

れ
る
方
の
名
を
挙
げ
て
誹
謗

中
傷
し
て
い
る
。
ま
た
、
個

人
名
を
挙
げ
て
虚
偽
の
こ
と

が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

公
職
選
挙
法
第
２
２
５
条
、

選
挙
の
自
由
妨
害
、
お
よ
び

第
２
３
５
条
、
虚
偽
事
項
の

公
表
罪
に
該
当
し
、
し
か
も

自
分
ら
が
議
員
に
ふ
さ
わ
し

い
、
良
識
を
持
っ
た
議
員
な

ど
と
、
投
票
を
依
頼
し
て
い

る
よ
う
に
と
れ
る
。
こ
れ
ら

は
公
職
選
挙
法
に
違
反
す
る

と
考
え
る
が
。

　
　

選
管
委
員
長

　

公
職
選
挙
法
に
抵
触
す
る

か
ど
う
か
は
司
法
が
判
断
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
　

高
額
な
弁
護
士
費
用
が

議
会
で
審
議
さ
れ
ず
支
払
わ

↓
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 11月
 2日 滋賀県町村議会議長会議員研修会
 4日 彦根市・犬上郡営林組合臨時議会
 5日 豊郷町町制４０周年記念式典
16～17日　第５５回町村議会議長全国大会
 18日 米原駅整備促進期成同盟会総会
 22日 例月出納検査・定期監査
 28日 湖東広域衛生管理組合臨時議会
  彦根・愛知・犬上広域行政組合臨時議会
 29日 議会運営委員会

 12月
 2日 全国ほんもの体験フォーラム

 6日 全員協議会
 7日 １２月定例議会（開会）一般質問
 8日 第４回滋賀県町村議会議長会理事会
 14日 １２月定例議会（閉会）
 15日 大滝山林組合臨時議会・古例祭
 22日 例月出納検査・定期監査　
 26日 広報特別委員会

 1月
 5日 広報特別委員会
 8日 甲良町出初式・犬上郡消防連合出初式
  新成人を祝う集い　
 18日 例月出納検査・定期監査

2月臨時議会は2月6日（月）開会の予定です。
議会議事録は、ホームページで公開しています。

議会日誌

【
女
性
84
歳
】

　

初
め
は
、
介
護
予
防
と

は
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
ん

だ
ろ
う
？
と
思
い
筋
力
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
教
室
に
参
加

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

私
み
た
い
な
高
齢
者
で

も
筋
力
は
付
く
と
言
う
こ

と
が
分
か
り
続
け
さ
せ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
筋
ト

レ
を
続
け
て
身
体
が
軽
く

な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
来

る
と
色
ん
な
人
と
話
せ
る

の
で
楽
し
い
で
す
。
運
動

指
導
員
の
方
に
色
々
と
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
教
え
て
も

ら
え
る
の
で
頑
張
れ
ま
す
。

家
に
い
る
よ
り
心
が
朗
ら

か
に
な
り
ま
す
。【

女
性
83
歳
】

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
職
員
さ
ん
が
介

護
予
防
に
参
加
し
た

方
が
よ
い
か
ら
と
勧

め
て
下
さ
っ
て
来
る

よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
動
け
な
く
な

る
よ
う
に
な
る
と

日
常
生
活
が
出
来

は
つ
ら
つ
運
動

（
介
護
予
防
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
用
者
の
声

シリーズ 町の元気もの

な
く
な
る
の
で
、
週
に
１

回
続
け
て
来
て
い
ま
す
。

筋
ト
レ
教
室
を
３
ヶ
月
間

通
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
、

せ
っ
か
く
３
ヶ
月
続
け
た

の
だ
か
ら
こ
の
ま
ま
自
主

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
続
け
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
家

で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
て
家

族
は
仕
事
に
出
て
い
て
誰

と
も
話
せ
な
い
の
で
、
こ

こ
に
来
る
と
た
く
さ
ん
の

人
と
話
せ
、
口
の
体
操
に

も
な
り
ま
す
。
今
ま
で
近

く
の
ス
ー
パ
ー
に
行
け
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近

は
一
人
で
行
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

新
年
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
お

気
持
ち
で
、
新
年
を
お
迎
え

に
な
ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

今
期
議
員
の
任
期
終
了
を

目
前
に
し
て
、
激
動
の
４
年

間
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起

き
た
甲
良
町
政
を
思
い
返
し

て
い
ま
す
。

　

山
﨑
町
政
が
強
引
に
す
す

め
た
「
道
の
駅
・
ふ
る
さ
と

交
流
村
計
画
」
に
対
す
る
態

度
が
問
わ
れ
た
議
会
選
挙
か

ら
始
ま
り
、
議
長
・
副
議
長

が
か
か
わ
る
官
製
談
合
疑
惑

の
発
覚
、
真
相
解
明
の
百
条

委
員
会
、
北
川
町
政
へ
の
転

換
、
官
製
談
合
疑
惑
に
か
ら

む
逮
捕
事
件
、
兼
業
禁
止
に

該
当
す
る
議
員
失
職
、
終
了

間
際
に
は
議
員
の
「
盗
水
」

事
件
…
。
ほ
ん
と
う
に
色
々

と
あ
り
す
ぎ
た
ほ
ど
で
す
。

　

甲
良
町
政
が
古
い
皮
を
脱

ぎ
す
て
「
町
直
し
」
の
途

上
、
進
行
中
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
町
民

の
後
押
し
が
な
け
れ
ば
、
一

つ
一
つ
前
進
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
一

歩
進
ん
だ
「
町
政
の
大
掃
除
」

を
後
も
ど
り
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

時
あ
た
か
も
昨
年
末
、
野

田
内
閣
が
来
年
度
予
算
を
発

表
し
、「
年
金
の
さ
ら
な
る
引

き
下
げ
」「
消
費
税
10
％
」「
原

発
推
進
」
へ
の
方
向
を
明
確

に
打
ち
出
し
ま
し
た
。

　

今
こ
そ
党
派
の
ち
が
い
を

超
え
て
「
不
正
許
す
な
」「
く

ら
し
守
る
政
治
を
」
の
声
を

強
め
た
い
と
願
わ
ず
に
は
お

ら
れ
ま
せ
ん
。

西
澤
伸
明

あ
り
が
と
う

　
　

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
メ
ン
バ
ー
が

１
年
間
編
集
を
担
当
し
ま

し
た
。

　

ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（写真左から、藤堂与・西澤・藤堂一・宮嵜・木村・建部）


